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ひとこと

第55号の発刊に寄せて

　真夏の太陽をほとんどみないうちに夏が終わるかと思っていたら、

9月に入り連日30度を超す残暑が続いている。子どもたぢにはちょっ

と恨めしい季節の移り変わりとなった。

　この半年間また、心が痛み、人ことといって見過ごせない事件が次々

に発生した。長崎の中学生男児による幼児殺害事件、東京渋谷の繁華

街で小学生の女の子たちがアルバイトをしないかと騙され、数日間に

わたって監禁された事件、そして数々の児童虐待である。

　長崎の事件をめぐっては、小学校を卒業したばかりのヰ学〕年生が

起こした特異な事件であD、その理由も行動も理解しがたいことから、

多くの親はこれまでにない不安におそわれているという。思春期の子

どもの心がわからない不安、子どもの心身の変化や生活を把握できて

いるかどうか、どのように声をかけたらいいのかわからないなかで、

自分の子どもが万が一にでも力口害者になる可能性についておそれを抱

いている。改めて子どもの育ちと子育てについて、社会全体でしっか

り取り組んでいかなければと痛感している。

　ところで、さまざまな理由によD家庭で生活できなくなった子ども

が、社会的養護として児童福祉施設や里親のもとで暮らしている。愛

着障害による人間関係形成の困難性、基本的生活習慣が身についてい

ないこと、軽度の心身障害、行動障害など、子どもをケアする職員や

里親さんたちの毎日の大変さは想像にあまりある。そこで今回は「ケ

アする人々への支援」をテーマに選び、困難な状況のなかで精一杯の

努力を続けているケアラーの方々にどのような支援が必要かを、さま

ざまな角度から取り上げた。

　前号まで編集委員長であった片岡玲子氏、委員の松原康雄氏、安川

実氏が任期を終えられ、本号からウイリアムス飯久保蔦枝氏、金井剛

氏、森田喜治氏が新しく委員になられた。委員長は微力ながら瀧口が

お引き受けすることになった。どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・瀧ロ桂子



子育てと地域社会
特

ケァする人々への支援

　　　　　　　　　　　　　　　しお　み　とし　ゆき

鯨燐大学院糖学硫科搬汐見稔幸

1．子育てをめぐるひとつの「誤解」

　了・どもが問題行動を起こすたびにいわれるのが

「家庭の教育力の低．ド」ということである。実はこの

言い方には、ある含みが隠されている。かつて家庭

はもっと豊かでしっかりした教育をしていた、それ

が岐近はできなくなっていて、1’・どものことよりも

白分のことを優先する親や自分もしつけができてい

ない親もでてきている。それに父親が子育てにほと

んど参加していない、云々という非泄の論調であるc、

　こうした主張はその限り理解できるし、実際にそ

うだと思うことも多い。しかも、こうした考えの後

ろには、子どもの教育は本来家庭でまずしっかり行

うべきだし、家庭がしっかりすることが社会の安定

の源だという考えも隠れている，，これもその限りよ

く分かる。

　しかし、にもかかわらず、こうした言い方をする

ときは、一定の理解と立場が前提とならねばならな

い。それは、これまでの人類の歴史の中で、．r・ども

を、その了・を産んだ家庭だけで育てたことはないと

いう厳然とした事実をしっかりと認識したうえでも

のをいうということである。

　民俗学者の柳田同男は、その生涯を通じて多くの

］［ngの子育ての習俗を調べ、暴｝：き残してきたが、そ

の特微をたとえば「群れによる教育」とか「笑いに

よる教育」などと表現している。「群れによる教育」

というのは、いうまでもなく、子どもを集KIの中に

放り込んで育てたということで、「笑いによる教育」
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というのは、lf・どもをしかったりしつけたりすると

き、日本人はしかるより子どもを笑ってやり、いわ

ば小さな恥をかかせながら行ったということを指し

ている。また、そういうときに「1本人はことわざを

よく使ったということも柳田は強調している。それ

を「ことわざによる教育」ということもある。いず

れも、町や村の人々がみんなでその地域の子どもを

育てあった事実を強調するものである，。

　以前は家庭にテレビやビデオなどはなかった。広

い家があったわけでもないt、子どものおもちゃがた

くさんあったという事実もない。絵本もない。それ

でいて」二どもの数だけは今よりもうんと多かった。

大止時代の合計特殊川生率は6以ヒであった。兄弟

が10人という家もざらだった。しかも母親の家事や

野良イ1：事に割かねばならない時聞は今よりもずっと

長かった。昭和30年のデータであるが、11本の女性

の・「1の平均労働時間は13時間30分であったu大11三

時代はもっと長かったかもしれない。洗濯するにも

ご飯を炊くにも、すべてT・仕1∬で行うわけであるか

ら、相当の労働と時間が必要だったことはすぐ分か

る。人類は有史以来、ずっとこうした生活を続けて

きたのである。

　こうした生活環境のなかでは育児はどう行われざ

るを得ないか，、今のように、2歳になっても3歳に

なっても、母親の側にずっとくっついているような

生活は、しようにもしようがなかった。それでは家

事も仕事もできなかったのである、、もちろん、j：ど



もがまだ自分で移動できない段階では、け親がおん

ぶなどをして而倒を見ざるを得なかったであろう。

しかし、私自身がそうであったが、兄や姉がいると、

そのj：は小さなト’のr・のr守りをいつもさせられて

いた。つまり兄弟ができると、トのr・がト’のr・の面倒

を見るという習慣が以前は当然のこととしてあった

のである。そして子どもがある程度大きくなり白分

で移動したり、ことばでコミ　Lニケーションできるよ

うになると、忙しいときなど、親はj”どもに「悪い

けど、外で遊んできて」と、家事や仕事のじゃまに

ならないように家の外に川して遊ばせたのである。

　このことが人切である。「悪いけど外で遊んでき

て」と気軽に言えて放りlllせる、，これができれば育

児はうんと楽になる、、それが（1J’能だったのは、外に

出ても、今のように車が走っているわけではなかっ

たこと、近所に道端や河原、原っぱ、神目：の境内な

ど1’・どもが遊べる場所がたくさんあったこと、そし

てそうした場所にr・どもがたくさんいていっしょに

遊べたことという条件があったためであった．，隣近

所に親類がたくさん住んでいたということも大事な

条件であった，．

　「悪いけど外で遊んできて」と外に出したら、］t

どもはちゃんと育ったのか。いうまでもなく育った

のである、、特に子どもの遊び集団は、子どもたちに

遊びを伝授する伝習所であった、tままごと、鬼ごっ

こ、すもう、おしくらまんじゅう、馬乗り、缶蹴

り、釘刺し、ドッジボール、ベーゴマ、独楽回し、

木登り、洞穴作り、たこ揚げ、○○探し、タニシ取

り、才「しんげ摘み、どじょうとり・…　　これは実は

私が近所の遊び仲間から伝授された遊び〃）中ですぐ

思い出すものを列挙したものである。イ・どもたちの

集団は、たいてい異年齢で構成されていた，，そのた

め、年上の子が白然と遊びをリードし、集1ηをまと

める役割をこなしていた。つまり、人人になったら

必要な社会的能力の初歩を子どもの社会集団が訓練

していたのである。

ill．界e）児巾」とtttヤ1

　子どもの遊び集団の叩に放り込まれると、了・ども

たちは人人の千を借りないで自分と口分たちだけ

で、さまざまな課題をこなしていかなければならな

い。そのため、その過程で、親が知らないうちに、自1三

性、忍r耐力、］兆戦心、しなやかな身体、ストレス1耐性、

社会性、協調性、1二夫する力等々の人間的基礎力を

伸ばしていくことになったのである、。これらは人為

的に育てることが比較的むずかしい人問的諸力とい

うべきものであったが、それがないと社会生活をヒ

T・に営むのはむずかしい大事な諸力であった。それ

らを∫・どもたちは自分たちで育てあったのである。

　このように、これまでの時代の了・育ては、生みの

親が自分で行ったという部分以外に、地域社会に了・

どもを放り出してそこにあるr・どもの社会集団に委

ねることによって、あるいはその他の地域の人材や

白然の中で体験を重ねることによって行った部分が

たくさんあったのである、、これは了・育てというより

は］㌧育ちというべき営みであった。

　比1楡的に言うと、これまで人類は丁・どもを厩舎で

育てただけでなく、近隣の敦かな牧場で放牧しても

育てたということである。子どもたちはご飯を食べ

ると厩舎を出て豊かな牧場で遊び、ご飯どきになる

と厩舎に戻ってきて食事をし、またでていって牧場

で遊び、夕方になると本格的に厩舎に戻って、一家

団楽を楽しんだのであるc，

2．放牧できず厩舎で育てる社会

　今日の杜会の特徴は、こうした放牧場とそこでい

っしょに遊ぶ仲閥関係が急速に消滅してきているこ

とにあるといえるだろう。このことについては改め

て説明する必要はなかろう。今の子どもは、人類史

ヒ初めて、放牧される環境があまりない状態で育て

られるようになってきているのである。親側からい

うと、わがf’が2歳になっても3歳になっても、い

つも厩舎の中で育てなければならなくなってしまっ

たということである．，
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　これまで放牧されてこそ白然に育ってきた人間的

諸力を、放牧環境がト分にはない中で育てなければ

ならなくなってきた結果、どういう問題が化じてき

たか。答えは簡litで、親が厩舎の巾で育てなければ

ならない項日が急速に増えてきたということであ

る。しかも、放牧されて、自然のi1－，で、あるいはfilI

囲といっしょに活動する叩で育ってきた諸力を、放

牧環境のない中でつまり厩舎の中で育てなければな

らないのである。これは親を相：当苦しめることにな

る。

　たとえば身体の力を取り上げてみよう。身体の力

にはさまざまな側面がある。筋肉の発達ということ

もそうだし、神経系統やホルモン系統などの発達と

いうこともそうだし、運動神経系の発達もそうだろ

う。わかりゃすく、しなやかな身体とか、病気をし

ない身体ということもできる◇ほかにも手業をしっ

かり刻み込んだからだとか、感性豊かな身体という

こともそうである。こうした力は、冬でも薄着を励

行するとか、車に乗せないでできるだけ歩かせると

か、木登りや逆・ヒがりなどの遊びをいっぱいすると

か、手作りでさまざまなものをつくって遊ぶとか、

ともかく多様な身体機能を活発に使い、よい意昧で

訓練する中で身につけるしかない。

　かつてはこうした力を伸ばすのに、親があれこれ

してやることはあまり必要なかった。しかし、放牧

ができなくなって厩舎ですべての育児をしなければ

ならなくなってからはそうではない。子どもの身体

を育てることなどどうでもよいというわけにはいか

ないから、身体の諸力を仰ばすことが、すべて親の

仕事としてまわってきたのである。

　必然、親の仕事が急速に増えることになる。しか

も、外でこそ育つ力を内で育まなければならないし

んどさ。そのうえ、車社会で、幼い頃からr・どもを

すぐ車に乗せて移動させてしまう文化になってきて

いる。ますます身体が育たない環境、，

　そこで、ある程度大きくなると公園などに連れて
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行って遊ばせないと…となるのだが、そうなれば、

家の中でも外でもずっと了・どもとつきあわねばなら

ないことになる。しかも、公図などに行けば、知1ら

ない親とも話を合わさねばならないし、子どもがト

ラブルを起こさないよう見張ってもいなければなら

ない。

　こんなことを毎日していては疲れると思っても、

家に閉じこもってしまえば子どもの機嫌も悪いし心

身も育たない。そこでお金をEEIしてもいいからと、

外注化することを考え始める親も出てくる。たとえ

ば体操教室と看板を出しているところに連れて行っ

て、わが子の身体の訓練をプロにしてもらうように

する。もっと大きくなると、たいていスイミング教

室に通わせる。どうしてスイミング教室に？と何人

かに聞いてみたら、泳げないと困るから、小学校で

クラス分けされるから、という理由に並んで、子ど

もの身体を鍛えてあげないといけないからという理

由が返ってきた、という経験がある。

　このように、厩舎で育てなければいけなくなった

時代には、了・育ての仕事の細々したことがすべて親

の仕事になってくる。狭い空間でn々子どもに向き

合わないといけない親、しかも育児の素人である親

にとっては、この環境はそれだけでも疲れる。これ

では育たないと感じると、遠くの牧場に連れて行っ

てやらねばならなくなるし、お金を出して有料牧場

に連れて行くことも必要になる。

　しかも、子どもの育ちの諸課題・諸項li：1をすべて

親が育児の中でこなしていかなければならないとい

うことは、子どもの育ちは親の努力次第ですよとい

う圧力を、日常的に仕会からかけられているのと同

じことになる。親はそれでなくてもしんどくなって

いるのに、ますます手が抜けなくなる。そこで出て

くるのが過干渉と過期待、過評f而の育児であり、体

罰の一般化である。私のいうことを聞いてくれない

と困ると感じた親は、おしなべてわが子に厳しく接

するようになり、体荊型の育児が密かに進行してい



くのである。せっかく生んだわが’r一がかわいくない

と感じる・親が増えているが、なんと悲しいことか、，

地域での育児への杜会的サポートが増えれば、こん

なことをi－『う親はうんと減るに違いない、，

3．子育てにやさしい街作りと世直し

　現代の親にとって、育児は、生めば何とかなると

いうものでは全くなくなっている、それこそ私のす

べてをなげうって自己犠牲11勺に没頭しなければなら

ないもので、しかもその火変さを誰も認めてくれな

いという営みになっている、．そのうえ、その細やか

なノウハウを誰も教えてくれないのである。

　肚問は、こうした状況を指して「家庭の教育力が

低ドした」といっているのだろうか、実際は．家庭

の教育・育児負担が何倍にもなり、それをこなすの

にみなあっぷあっぷしているというのがjE体であ

る、，こうした時代には、連れ合いである父親が意を

決して育児・家事に全Erll参画しなければならないの

だが、周知のように先進諸国のなかでは肢低の参1川

率が続いている、、その後ろに日本型の扉川システム

の問題が存在している。父親を☆めるだけでは解決

しないのである．、

　育児の担いT：である親を杜会が救わねばならな

い，このことに社会が本気にならない限り、少∫・化

のり己服など夢物語に終わるだろう．、

　その具体的な課．題は何か、これまで述べてきたよ

うな放牧環境を昌’のように取り戻すことは、容易に

できそうにない，しかし、原則的な方向｛コ明確であ

ろう．、∫・育ての課題、項日の中で社会が分担するす

る部分を増やしていき、親の育児項目を限定してい

くこと、限定しながらそのことについては親にしっ

かりと担ってもらうことである、，これを育児の社会

化といっておきたい、，育児を社会全体の営みとして

捉え直し、家庭と社会が望ましい分担を取り戻すの

である、

　そのために、何よりも地域社会のLliに育児中の親

田二界ぴ）膓巳1’∬．と母刊：．

をいやす場を作り、そのための人間関係を豊かに育

んでいきたい。そこにf’どもと行けば、了・育てをし

ている親がたくさんきていて、しかもその場はある

i；1’／度放牧ができるような環境である．、そこには∫’育

ての先輩たちが常捌1していて、笑顔で相談に乗った

り励ましたりしてくれる，．，r・ども川の絵本やおもち

ゃが収富にあって、ノウハウをアドバイスしてくれ

る、，むず’かしさを抱えていると、専門家につないで

くれる，そういう場所である、．

　さらに、地域社会に∫・育てだけでなく、さまざま

なテーマで人々が集うような場を、縦横無尽に創造

していくということも課題になる／／，かつて縁側で四

方川話をして情報交換したような場が今はない。そ

れが地域社会の温かさを奪っている。あちこちに

入々が集っている場があるtt、そこに育児中の親も出

人りする．．‘そこで元気をもらい励ましてもらう．J’・

どもも人々と川会う。そういう地域社会を創造して

いきたい。

　仔rてに優しい街作りというのは、支え合うこと

を☆びとする街作りに他ならず、r・どもの．歓声が聞

こえる街作り、父親が］’・どもと夕方になったら遊ん

でいる街作りのことである．、それはわが国にとって

はlll二Ill〔しのような課題であろう，，

キーリード：育児の杜会化

　育児を家庭だけに任ぜず社会全体で担っていくこと。育児

は個別家庭で行われる私事と考えられがちだが．歴史を適じ

て家庭だけでなく地域社会で担われてきたいわば社会事でも

あったことがわかっている。近蹴の人間関係、子どもの社会

集団および地域の目然や文化がその担い手であった。この関

係を現代社会でも取り戻そうというのが育児の社会化。次世

代育成推進対策運・本法の梢神にも取り入れられている．、
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虐待問題と子育て不安 ケアする人々への支援

　　　　　　　　　　　とくながまさご

鯨家馴酬縫鍼徳永雅子

1．はじめに

　虐待問題は占くて新しいテーマである．：わが国に

は「私物的わがjT・観」というのがあって、自分の子

どもをどうしようと親の勝手だというのが許容され

た時代があった。昔は、貧しさゆえの虐待と考えら

れ、特別な家庭の問題にされていたのだ、，またそれ

は、「虐待」という言葉が烙印（スティグマ）を．与え

る印象があるため、関係者の問でも虐待のll｝1題は否

認したいという心理的な抑制があったと思われる。

　社会的な否認と子どもの人権に対する無理解や知

識のなさが、201il：紀終盤まで虐待問題を潜在化させ

ていたのではなかろうか。日本は、昭和30年代後半

から豊かな社会へとひた走るようになり、アルコー

ル依存症の顕在化、家庭内暴力、コインロッカーベ

ビー啄」［件等が相次いで世間を騒がせたこともあっ

た。その頃から家族も、家庭も、祉会も、f・育て環

境も少しずつ変わり始めていたのである。

　本稿では、なぜ、近年1こなって親たちにr育ての不

安が増大しているのか、なぜ育児不安が虐待につな

がるのか、現代の家族に起きている」二育て環境と虐

待について、家族・家庭の祝点から検討するととも

に、r育てをしている家族に対してはどのような支

援をしていくべきなのかについて述べていきたい。

2、不安の時代の子育て（孤立する家族）

　昌‘は風通しのよい平屋の［1本家屋で、祖父母や近

所隣のおじさん、おばさんたちに見守られながら了・

どもは育ち・育てられたt親も相．互に支えられたc，

隣は何をしているかよく分かっていたし、つきあい

も大変だといいながらも、この頃は地域社会のll）で

暮らしているという実感があった。牲かな「1本へと

産業構造は変わり、人は動き、家族の形態も変わっ

てきた，大都市はもとより、地方都市でも高廟マン

ションやアパートが建ち、その狭い空間でひっそり

と子どもを牛み育てている家族がほとんどであろ

う。核家族となった今、鉄の扉のマンションは、出

人りのしやすさからいっても大きく違う。

　以前は家庭訪問をするのでも、アポイントなしで

も「近くに来たので」という理山でたやすく受け入

れてもらえた。故近はなかなか簡litに訪問もできな

い。そういうつながりが希薄になって、援助者も出

人りしにくく、外の情報も入りにくく、家族はそれ

ぞれが個々に孤立する傾向が強くなっている。育児

は密室の中で行われているというのが、現代の子育

ての大きな問題である。しかも、子どもを育ててい

るのはヒに母親であることが多い。特に専業主婦に

は、24時間休みなしの子育てを強いられる。「育児っ

てコンビニみたい」．と、ある母親のiiwtである。

　．r育ては、母親だけでなく、それを支える父親の

存在が大切である、，父親の存在自体が希薄化してい

る今Elであるが、保健センターで実施している両親

学級の参加者の中には、父親の姿が一・部散見される

ようである。しかしながら、一一般的には、企業杜会

で生き抜くには、仕事中心の生活にならざるをえな

いというのが多くの父親たちの考えであろう。育児

休業を取る男性はほとんどいないことからも明らか
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なように、孤、2：している．友（母親）を心身ともに支

えていける父親はまだまだ少ないというのも、r・育

て不安を増大させる1茨因である．、

3．子育てサポート機能の低下と育児伝承の欠如

　U本は世界’の長寿1下になり、．’ド均余命もIll！びて

くると、祖父母の川代といってもまだ若く、健康で、

自分たちの生きがいを見つけるために社会参加をめ

ざしている。孫の世話よりも趣昧や仕事に生きがい

を兄出す，、核家族で、川．父母とは別lll：帯で暮らして

いると、親も1．1常の∫・育てでちょっと頼りにできな

くなるのも什方ないだろう。コミュニティに住む人

1・r川：のr育ての支え合いも少なくなってきているの

で、困ったときに頼りになる人や資源が身近にない

というのも、育児をしづらくさせている。

　また親たちの多くは、高校・大学を卒業Lている

高学歴者である、、子育てに関しても情報化の波が押

しよせ、妊娠・川産・育児・健Uξ等のあらゆる而に

おいてマスメディアやインターネットで、ありとあ

らゆる必要な情報を取り人れることはli／能である、．

しかしながら、r一どもは．．・人ひとり述い、個別・性が

ある、、インターネットや育児雑誌に頼りすぎると周

りが見えなくなり、情報の洞穴（マニュアル）に陥

ってしまう、，特に、あるべき論に偏った親は不安を

小み川す元になる。身近に声をかけてくれる人が少

ないこともあろうが、電話や相談をして「人に尋ね

る」というコミュニケーション手段が減ってきてい

るのではないかという印象がある、そういうおi’rlい

の話し合いのなさが、育児伝承がすたれ、Jiどもの暮

らしや遊び方にも変化をきたす原因になっている．

　最近は遊び場も減ってきて、．r・どもたちが年長児

と郡れて遊ぶこともなくなってきたし、けんかして

学ぶ仲間とのつきあい方も教わらないまま大人にな

っていく、tましてや食器を片付ける、掃除をするな

ど家のお手伝いをするi「・どもの姿は珍しいのではな

いだろうか、．少了・ll寺代になって、．r一どもは勉強のlll：

界に放りこまれ、家族から具体的な生｛i㌃技術や公衆

川界の児巾と母性

道徳〔マナー）を教わらないまま成人になり、そし

てr一どもを生み、親になっていく，，

　親の期待を　・身に受けて、期待に添うように教育

を受け、いい会杜に就職して認められたものの、会

社をやめて今度は、”いい母親〔良妻賢母）”になり

たいとJ’・どもを生んだが、完ぺき工義から抜けきれ

ず、II々の家事・育児の煩わしさにストレスを感じ

て自己不全感に陥り、J’一どもにあたる親も少なくな

い／．、また、　’方では勉学の途中で妊娠し、未成熟な

まま10代で親になる「若年の親」も増えており、．」’・

育て支援の新しい課題として取り組まなければいけ

ない時代になっている。

4．10代の親と虐待問題

　中高生の性行動が活発になっていることは周知の

とおりである、tt妊娠中絶件数は年々増えているの

で、学校教育においては中学生、あるいは小学校高

学年から性教育（避妊や性！盛染症、エイズ等）を行

わなければと思う，ttそれとともにペアレンティング

「親になること」についての教育や、保育所での乳

幼児と触れ合う体験学習をとおして命の尊さを学ぶ

ことなどは少r時代には必要なことだろう，，

　to代の親の特徴は、避妊の知識もないままに妊娠

し、親もそのことに気づかなかったと妊娠23週以降

になって届を出してくる．、家の中での家族間のかか

わりの薄さもあるのではないか。

　10代の川産には3つのタイプと特徴がある、，

　↓D自slt：志向型：相／の男性は20代以ヒで婚姻関係

も成立し、職業もあり経済的にも白、71．しているが、

10代の母親は周囲に溶け込めないため周りからの働

きかけを必要とする。

　②実家依存型（パラサイト・ファミリー）：相r・の

男性も10代で、婚姻関係も仕事も不安定、実家の親

は経済的な余裕があり、川産育児へもある程度の埋

解と協力が得られる。　しかし問題は、阯1制体を気に

して保健師の訪問やグループへの参加に否定11勺で実

家抱え込みになりやすいtt．また育児も経済も実家任
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せのため、親になって自立し、家族を構成するとい

う成長の機会が失われることにもなりかねない。

　③機能不全家族型：親世代にアルコール、夫婦間

暴力、虐待等の問題や葛藤があり、家庭が安心でき

る場所ではなくなっているため、問題行動の一つと

して安易にセックスして妊娠してしまう。高校生、

時には11ヨ学生のこともある。母親は学校を中退する

しかなく、相手の男性は学校を続けても進路は限ら

れてしまう。婚姻もできない、年齢が低いと戸籍も

作れない、経済的にも不安定、育児知識もない、ス

キルもない、育てる気持ちもあまりない、どう育て

たらいいか分からない、周りから支援や協力も得ら

れないなどと問題は1］」積しており、妊娠Ji，iliを受理し

た時点から虐待・ネグレクトの発生が予測される、、

　10代の妊娠・出産は虐待予備群（グレーゾー一ン）

である，，虐待予防の視点で、妊娠litiで把握したとき

からすぐかかわりを始めなければいけない。妊娠の

経緯、詳しい家族関係の聴取、戸籍や住所の確認、

生育歴の把握、相手の男性は誰か、家族機能のアセ

スメンi・、どこで出産するのか、育てる気持ちがあ

るのかどうか、支援者の有無、経済問題、婚姻の有

無等の援助に必要な情報は初期対’応で、信頼関係を

作りながら聴取する。そして助産師・保健師は、親

になることへの支援ができると、役割を明確に伝え

て対応することが大事である。彼らは援助関係を拒

否しがちである。そこに一・歩踏み込んで、信頼関係

を築くためにはかかわり方も⊥夫しなければいけな

い。まず家庭訪問から始めることが大切である。10

代の親へのかかわりは、最初は市町村保健師が主と

してかかわるが、機能不全家族グループであれば、

保健所や産科医・児蛍福祉1了」にも事前に連絡して、

ネットワーク会議を開くなど関係者が話し合って援

助する。

5．産後うつ病の早期発見と対応

　育児不安は、出産後1か月前後がもっとも高くな

るといわれている。それは誰でも1二どもを生んだ後

8

は、－ll、》の不安に陥るものである。しかし、その中

にマタニティプルーズと産後うつ病が隠れているこ

とが最近明らかになってきた。これまで育児ノイ

ローゼや育児不安と一般的に1呼ばれていたが、これ

までスクリーニングの機会もなく、適切な対応・支

援についても母子保健領域で遅れているのが現状で

ある。

（1）マタニティブルーズ

　出産後すぐから1週間頃までに起こる、一過性の

気分障害とホルモンの変化による体調障害である。

　症状：涙もろい、抑うつ、疲れ、頭痛、食欲がな

　　　　い、気分がふさぐ、集1トしにくい、不安に

　　　　なる、気分が変わりやすいなど。

　対’応：症状は数時間一数Uで短い。自然に治癒す

　　　　るので周囲がやさしく接する。非難したり、

　　　　慌てたりしない。

　頻度：1｛［本人は産婦の30％に起こる。

（2）産？垂iうつ病

　発生：出産後1週間から数か月まで発症する。

症状．うつ病と基本的には変わらない。何もやる

　　　気がしない、自責感、無価f直感、思考力の

　　　低下、興味や喜びの減退、決断力の減退、

　　　不眠や睡眠過多、子どもや夫に愛情を感じ

　　　ない、身だしなみや食事への関心がなくな

　　　る、イライラして動き回るまたは動作緩慢

　　　になるなど。

産後のメンタルヘルス

隠…1● 願自



　払H売期間：数」週1｝｝」から．数か月　（．数年に及〆～ミことが

　　　　あるL、

　対応：そのままにしても改善しない，、情緒的な対

　　　　応、実質iltJなサポートが必要である。厄症

　　　　例は精判1科医療を必．要とし、抑うつ剤を投

　　　　ぴし、フ・t・ローする。

　頻度：産婦の10～20％）に出現する。このうちの1

　　　　、2割は，n症である．、

　産後うつ病は、症状が多彩で、1／然によくなるに

は時問がかかるため母了・関係にも影響する．、希死念

慮は少ないが、生じると仰r’心中や白殺に移行しや

すいので注意が必要である，t産後うつ病をスクリー

ニングするには、簡便なEPDS（エジンバラ産後

うつ病質問票）が山：界的にも川いられている。この

1週間の気分や感情を母親㈲身が記人するもので、

産後のメンタルヘルスのllL期発見、1IL期対’応には碗

’友なスクリーニングシートである、このスクリーニ

ングはけ親に焦点を当てるので、rl分で記入して．初

めてうつ状態であることに気づくことができ、「． 保

健師に自分の心の111談ができる」という動機づけに

もなる。

　スクリーニングの機会としては、退院時、新川児

訪問、乳児健診等がある、．育児イく安にli］・則に対’処す

るには、川産後できるだけli’｝’　〈家庭訪問をして親と

出会うことである，．親に支援することが」：tfてへの

不安を軽減するc，生後▲か月前後のアプローチがポ

イントである，∫・どもが小まれたら、全貝訪問して

親のメンタルヘルスケアもするという母1㌘保健シス

テムの改善や財．政の改tl“：（予算のアップ）を行政に

求めたい、．

　派後うつ病への対’応は、母親を「．’なまけもの」「し

っかりしろ」などと責めず、心∫｝li的アプローチや了・

育てを楽にする援助、父親への働きかけヒ理解や協

力体制を整えること、周りの人の理解や実質的なサ

ポート、け．親のカウンセリング、定期的な家庭訪問

や川談の継続、医療機関との連携は必須のことであ

る、、症状が屯い場合は抗うつ剤を服用し、．陥どもを

［［1：界の児fitと母竹

分離し、母親としての役割をしなくていい時間の保

証が必要である，、

6．おわりに

　児償虐待防ILi去が施行されてから虐待の認知も進

み、児童相1淡所の業務はもオーバーワークな状態で

ある。それは虐待が起こった後のr・どもの保護や親

への介人が叩心で、虐待予防・育児不安への対’応に

ついては法的な位：置づけ‘が弱いため、保健分野の取

り紺みや対策は非常に地域氾がある．厚生労働省は、

’ド成14年6月配布の「子ども虐待予防のための保健

師活動マニュアル」に添付して局長通知を全国の保

健所・ll∫1町村に送イ・1’している、一）さらに、平成15年5

月地域保健法第4条4JI｛の倍「1を改正し、児［i’ζ虐待

1坊IL対策に関して保健所・rliillJ’村保健センター等が

取り組むように通知を出している，，児ri’i：虐待防1ヒ法

改止に“虐待予防〔特にYjek生i防｝”を湿い、母∫・保健

を整備することが育児不安対’策として必茨である。

　紙而も終わりに近づいたので、妊娠期からかかわ

る虐待」二防プr」グラムや適切な養育支援アセスメン

ト指標などについては割愛しなければならなくなっ

た、現在、次阯代育成のためのワークショップを実

施している、．両親学級で、ペアレンティングの視点

から「親になること」について講義ワークショップ

を始めたり、養育困難の親には、了どもを対象にし

たインファント・マッサージの仕方を教えたりして

いる：、また県1斡位で養育支援アセスメント指標を創

案し、家庭訪問を中心として妊娠届を受理したllt）…点

から予防的にかかわるモデル事業も始まっている。

」：ども虐待は発生予防へと、少し保健分野も動きつ

つある，‘

キーワード1機能不全家族

　機能不全家族とは、親に依存の問題がある、子どもに虐待・

心理的な拒否・否定がある、家族関係は冷え切っているが表

面的にだけ仲が良いように見せる’見せかけの家族“等、葛

藤や親子関係の密盾．親子の役割の逆転などが起こっておO、

親としての役割や機能が健全ではなく、子どもは親の所有物

として扱われるとかL世代間境界が不透明、親は侵入的で過

干渉、葛藤は無視されるなど、家族の病埋に専門的な介入を

要する家族。

～



乳幼児にかかわる人への
ケア

集
ケァする人々への支援

　　　　　　　　ひら　た　　る　　り　　こ

清心乳児園醒平田ルリ子

1．はじめに

　生命は、その誕生を祝Wされ、愛しく思う人々に

抱かれ守られながら時を電ねていくものでありたい

と願う，tどんな経緯や環境に生まれようとも、かけ

がえのない生命、たった一’つの生命である．・，

　乳児院という、子どもの生命を守り成長を育む場

所で、小さな身体で精一杯生きているr一どもに川会

う時、私たちはその了を抱き、寄り添い、心を充た

したいと思う。だが、それはなかなかむずかしい。

心というものは「愛情いっぱい」とランプが点灯す

るわけでもなく、「充たされた心の皿さ」を計れる

わけでもないからだ。それでも、心を充たすため

に、その了・への思いと必要なかかわりをU々積み重

ねているt）

　そんな乳児院で生活する子どもにとって、一・ts大

切な環境は職貝（養育者）である．、職Uがいなけれ

ば子どもは生きることも成長することもできない，

了・どもの問．題は、ひいては職員の聞題ということだ

ろう。この．機会に、職員、とくに職貝の関係づくり

について考えてみたい。

2．最近の動向から

　乳児院は、これまで保育看護の専門性をWし、24

時閻いつでも利川できる入所施設であり、どんな1〔

どもも受け人れる機能をもつ施設として、乳幼児の

養育を行ってきた。以ドに最近の状況を述べる。

　現在、乳児院に入所している子どものほとんどは

保護者がいるが、何らかの理lllで家庭での養育が困

難となり、乳児院に入所させることになる。そして、

適切な保護者がいなかったり、保護者の経済的理川

や疾病などが」墾．延したりで、児童養護施設に措置変

更が必要になる子どもは退所児の約20％以ドであ

り、多くは家庭復帰している。そのような意味から

も、人所しているY・どもの養育に加えて、保護者へ

の支援が乳児院の役割として求められるようになっ

てきたき全国乳児福祉協議会の「211‖：紀の乳児院の

あり方をぢえる特別委貝会」の最終報告、1ドにおいて

も、“チャイルド・ケア（一∫・どものケア）からチャ

イルド・ファミリー・ケア（子どもと家庭のケア）

へ” の移行の認識の垂要性を」1㌧本埋念としている。

　また、乳児院の入所は、在院期間が短．期のものと

長期のものとに両極化してきている，，前者は、家庭

機能にあまり支障がないが、母の病気や次・∫・出産な

どで短期的に利川施設的な活川カマなされる場合であ

る。後者は、家族の養育機能に重大な支障があっ

て、’∫一どもを家庭に帰すことがr・どもの安’全や健全

な発達に問題があると思われる場合などである。後

者にはJE．．待も含まれる。虐待、とくに乳幼児への虐

待は、生命への危険も？〈きく、その後の人格形成に

およぼす影響はきわめて大きいとされている、、虐待

への対’応においては、乳幼児期が極めて屯要であ

る。平成M年度の乳児院の人所児童の9X　？兄で「上た
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る入所理由」に占める「虐待」の割合は約9％程度

となっている．，しかし、明らかに虐待（ネグレク

ト）とみなしうる「遺棄」や「養育拒否」など、ま

た入所後に虐待ケースであったと判明したものを含

めると、乳児院人所児にしめる虐待の割合は20－

25％と推定される、’ii園の人所データでは、ネグレ

クト等を含めると人所児の50％が被虐待…児であっ

た．，そのほか、乳児院では障害児や病虚弱1日も多く

養育している。

3．乳児院の養育

　人所してくる1：・どもにとって、乳児院は生活の場

であり、健康と安全に対’するト分な配慮や、個別的

なきめ細かいかかわり、特定の人との愛着と信頼の

関係を築くことが必要とされる、、そして、その養育

は乳児院に在籍している問だけのこととしてではな

く、〔｝歳から生涯にわたる育ちを視野に人れなけれ

ばならない。これを実現するために、養育に携る職

貝は、個々の．f・どもの特性に配慮し、子どもの自発

的な活動を尊重しながら、適LJJな援助を行うことが

求められる、、．r・どもにとって最も屯要な体験は、養

育を担当する職員との人間関係である、、担当職貝と

の問に愛着関係をもち、他者および自己に対する信

頼関係を獲得していく、そのために、乳児院では担

当養育制をとり、情緒的な絆が形成され、継続され

るよう配慮している、t特定の養育者’によって、連続

的に一貫性をもったかかわりが持続することは、1：一

どもの心のより所、心の安全基地を得るうえで必要

である、，しかし、さまざまな背景をもつ子どもと愛

着関係を育むのは容易ではなく、現状の職貝配置や

勤務条件は、その実現を困難にしている．．

　担当養育制や養育の一じt性は、形式的な1対1の

人間関係という把握ではなく、家庭にあっても数人

の支え千のなかでr・どもは成長発達している状況と

1｜］二界の児巾と母刊

同じように、施設でもチームでのサポート体制が必

要であろう、，それは、職n集団がそれぞれの〔1［門領

域で蓄稲された知識や力吊！をお1τいに提供し、協力

し合ってより良い援助をしていくことで達成され

る．、そのためには、数人の職nを担当化し、．・人の

子どもを金面的に受容し、1｜1：話し、子どもの要求に

適切に応答する養育単位をつくるJJ．　kが必要であ

る，、この養育援助の質は、大差なく一定のレベルを

保つことが、子どもの心身の安定を基礎づける力と

なる、、

4．職員のケア

　乳幼児期の養育では、適切な養育者の存在の有無

が人間らしい基礎づくりに多大な影響を及ぼす、職

貝の存在、また、その援助のありようが、r・どもの

情緒的安定、ひいては身体的な成長にも関係してい

くことを考えると、職貝は多大な‘n責を課せられて

いるといえる、，r・どもは、衣・食・住・健康や安全

を含む［1常性のなかで生活の営みを学んでいくので

あるt．tその場を提供する施設の職員関係は民主的で

三ド等な人格をもつ集団でなければならない。

（1）職員の心の痛み

　1㌘どもとの愛着関係の形成が養育の中心になるこ

とは前に述べたが、その愛Yi－　ua係は永続的なもので

はなく、職員もまた必ず別れを体験する。それは、

親元へ帰るときであり、児童養護施設への措置変更

する時である。とくに虐待を受けた］”どもなどは、

個別的に、また集中的にかかわらなければならず、

それに費やす11、’i，問も艮いだけに別れは辛い、，おんぶ

や抱っこを繰り返し、やっと笑顔があふれた頃に別

れはやってくる。その笑顔が親を育て、子育てへの

意欲を持たせることで実現する家庭復帰だが、職員

は書びと寂しさが人り混じる感情を体験する、通
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常、この痛みは職貝同士で語り合うことや他児との

かかわりのなかで癒していくことになるが、この痛

みはよく理解される必要がある。

（2）チームワークへのケア

　子どもへのかかわりには個々の職員の資質や馴“］

性の充実は大切だが、より良いかかわりには、職貝

集団がいかにチームワークをつくれるか、そして、

その職員集団が施設の役割と方針に添って養育の実

践を行えるかが重要となる右

①日常のチーム実践の重要性

　施設の養育方釧’が、職員一・人ひとりの中に浸透

し、日常的に問いかけ合えていれば、その方針を基

本にした話し合いや展開が可能である。しかし徹底

していない場合は、話し合いの土壌が異なり、トラ

ブルが生じる。とくに子どもへのかかわりをめぐる

話し合いではかみ合わず、他の職貝批判に発展しか

ねない。徹底していれば、それをもとに、トラブル

の解決にさまざまな観点を出し合い、そのうえで直

接解決にあたる担当職員の方向を認め、他の職員は

補完的役割をそれぞれの1？：場で果たしつつ解決の道

が拓かれることになる。仁1｝；き表せば当然のことだ

が、それが実際にi〕il’能となりにくいのはなぜなの

か。それは、「日常性にある」といえる。理屈だけ

では、処遇は成り立たないという由縁がここにあ

る、，日常茶飯事の小さな事象に添加される、それぞ

れの感情の処理いかんが大きくかかわる。これが施

設全体的な問題となると、爆発する状況あるいはそ

の可能性が強くなる。日常的にそのつど、職貝側の

感情処理がなされていれば何でもないことが、感情

のしこりとなって表面化された場合には、相互に処

理しきれない状態となって、他の職員へも影響して

いくe同時に、それが子どもとの対応に現れること

はまぬがれない。感情のしこり、往々にしてあるこ

ユ2

とだが、表に出さないところに陰険な雰囲気をつく

りだしていく，、日常的にそれが表にi／iせれば、たと

え自分の立場がマイナスの条件．ドにおかれても、そ

のときどきでこなしていれば、相互にわかりあえる

場がつくり出されており、問題とはならない。それ

はひとりだけが心得て、実践しても効果がない。そ

こで全員が了解し、徐々に具現化されるように運ば

れ、全体の流れの中でそれぞれが自らのあり方、存

在を確かめながら、口常の生活を展開していくこと

が大切である。これは、後述するが施設長の役割の

果たし方の・．［夫とともに、」峨員の努力過程そのもの

であることを心しておかなければならない。

②記録の整備とその活用

　次に、これもn常性と関係があるが、子どもへの

対応を、きめ細かく、なお客観的に事実が記述され

ているケース記録が必要である。記述されているそ

の事実に対する解釈は、職貝によって多少異なる点

があったとしても、その記録された事実に基づいて

具体的な子どもへの対応を協議することで、職員間

の相互理解を深めることができる。記録の意味の中

にt①子どもの適切な理解とともに、②職貝の自己

訓練、さらに記録内容そのものが③施設の機能を評

価（効果）する材料となりうる。

③会議のもち方の工夫

　職員間、職貝と1－一ども間、子ども同．トの関係など

を話し合う場と、話せる雰囲気を持った会議が必要

である。いわば職貝の感情の高まりや、落ち込みの

一
・部解消ができうる会議のもち方に留意したい。関

係づくりの過程では、言語によるもの以上に、ll青緒

や感情による動きが態度として表現されている。し

たがって、ある職輿が担当の子どもに接している場

面を第三者（職則がみて、気がかりな点があった

とき、前提として指摘しあえる職貝同士の関係が求

められる。会議でそのiiif提条件を創出するのは施設



1［］：界の児ei‘：と母糾

長の役割でもあろう．、また養育方針を明確にして、

その徹底をはかること、すべての職員と日常r1勺にコ

ミ⊥ニケーションがとれていること、どんな場面で

も話せる関係を保持していることが求められる。も

ちろん施設によっては、施設長ではなくともその役

割を果たせる、lt二場の入の存在が、会議には必要であ

り、その影響や効果が期待されるように運んでいか

なければならない．

④職員間の調整

　子どもの背景やr一ども自身のもつ問題性、そして

U々の生活Lの課題などに対応するためには、職貝

の質を高める必要がある、、そのためにはその役割を

果たしていく人とその機会が必要とされる、、前述し

た会1議の雰囲気づくりなどは、スーパービジョンを

受ける職貝の．1、引llPlゾ〔に裏づけられた態度を培う前提

となろう。また、その職貝の態度・志向は、グルー

プス・一パービジョン、あるいは川圧学習の機能とも

なりえよう。したがって、スーパーバイザーの機能

を果たせる人の位置づけは：IEI要である，．其体的に

は、何でも話・せる雰囲気の会議および’ケース検討’会

をもつ1：夫と、処遇場mにおける記録（インシデン

ト場而の記録｝をもとに個人のスーパービジョンの

機会を定期的に確保できるような1．式をするtコ

　　’方で労働時川短網茜、週休の硫保が求めら才し、限

られた職貝配置の11コでは、その機能をどれだけ具体

的に展開していけるかは、Ygきな課題だと考える，，

なされるような調整役的機能が必要であるn

　私たちは、ltどもを唯．・無二の存在として、かけ

がえのないその生命を、生きている．・瞬．一一瞬をノく切

に思いたい。そして、それは私たち大人に対しても

同じことが育えるのではないだろうか。おTilいを大

切に思いやる関係性の中で対座し向き合いながら、

子育てをしたいと思っている．t

参杉kl浪

u．国Hl才し児書rA十II．｜島，．克会「211117紀のf［、児院㌃ぢ丸る特‘」川蛋u会肢終f「1・i」；・」

5．おわりに

　f・どもであれ、大人であれ、人はだれしも、だれ

かに受け人れてもらいたいという願望をもってお

り、それが関係づくりの原動力となる、、しかし、そ

れが充たされない状況の連続である場合いろいろな

問題を起こす結果となり、．ちょうど衷腹の関係にあ

る．．この相il作川が、∫・どもと職日間でスムーズに

キ・・ワ・一ド121世紀の乳児院を考える特別委員会

　200］年3月より全国乳児福祉協議会に特別委員会として設

芯され、レポート、ヒアリング、討議を重ね、2003年3月に

最終報告書が作成された。報告沓では、子どもた5の権利擁

護と子どもた5の問善の利益を実現していくなかで’、乳児院

の果たしうる役割を明らかにし、その専門性と経験の’蓄横を

最大限に生かしていくための基本的な理念とビジョンを提示

している。
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思春期の子どもとケアす
る人

特
ケアする人々への支援

　　　　　　　　　　しお　たに　　　しげる

徽市向麟ぽ獺塩谷　茂

1．はじめに

　K君は、幼児期から母親と住居を転々とし、母が

人院、K君は児rδ養護施設人所したが、性的問題で

出され、高1の時、私の寮に来る。「児爪養1護施設で

は、話のできる職員は誰もいなかった。ここに来て、

初めてk人とまともに話ができるtt」と言い、堰を切

・）たように、しゃべり続ける。受けとめの中心は寮

け（私の妻）であった。夜中に、リストカットし、

深い傷を治療してもらうこともあった。そのK君は、

3年前、2ユ歳で白らの命を絶った。

　長い間、児竜自’τ支援施設日「］教漫院〉で思春朋

のr’どもたちと一・緒にいるが、不．卜分なかかわりし

かしてこなかった自分を恥じる，、y・・どもたちの気持

ちを分かろうとせず、悲しみや大人への不信感を共

有してやれなかった。今、少しだが、やっと、了・ど

もたちの心に近づけるようになってきた．権力的で、

管理・強制好きだった自分が、その誤りに気づいて

きた、‘それでもまだ不卜分さは残るが、白分自身の

変化を表現することにより、K君に少しでも許して

もらいたい。そして、そのことが、思春期のr・ども

をケアする人への参考になればと思う。

2．間違いだらけの児童ケア

　思春期の子どもは、自己主張し、自分のLli：界を持

ち大人や社会を批判し、そういうなかで、いろいろ

な体験をして、少しずつ、’ill－t［1になっていく、それ

は、施設で生活する1”どもたちも同じである。しか

し、施設では、施設特有の論理があり、r・どもの自

然な成長を阻む傾向があるu施設は、子どもが集団

で生活し、かつての教護院は、‘‘悪いことをした”子

どもが人る施設であったし、現在の児童自1ン：支援施

設も児竜養護施設も被虐待児の受けIMとなってい

る。集団で生活するf・どもがいて、しかも、親から

の激しい暴力や遣棄の子どもたち、しかも、思春期

真っ只中となると何も起こらないことはあり得な

い。施設では、しばしば、いじめや無断外出、万り1

き、性的問題そして職員への反抗があり、とくに思

春期の子どもの対応、ケアが困難になり、．」二どもを

施設から放りIHしたり、職貝が精神的な病になった

り、退職することもある。このような子どもの状況

や職貝の力撤の問題のうえに、施設が伝統的に大事

に抱えている”生活のルール”や“ll課”の問題が

かぶさり、悪循環に陥っていく．私も子どものなか

での陰湿ないじめや無断外出中の非行があったとき

には、厳しく対応し、時に体制もしてきた。児童の

現場では、かなり激しい場而に遭遇することがあり、

それが思春期問題の・而である、，そこでは、力の論

理が登場し、暴力が［E当化される。また、施設特有

の論理すなわち埋不尽なルールや「1課で、子どもた

ちの生活を制限し、度を超したfZ渉をし、ルールを

守らなかったり、「1課をこなさない子どもには、罰

が科せられる。宗敦色の強い施設では、道徳的な押
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しつけをする。子どもはますます荒れ、施設の崩壊

状態になる，、3｛ll前に神奈川やT・’“’［一の児恒施設の問

題が大きく取りlr．げられたが、本当の意味でとても

改善されたとは思えず、川変わらず、道理に合わな

い生活を了・どもに要求している。むしろf・どもの言

っていることのほうが筋が通っていることが多い、．

施設職員は、体罰をしない分、了・どもたちに渤をヒ

手に使い、子どもたちを操り、文句を言わない「よ

いr・．1づくりをするようになっている．現代の若者

の傾向が、面倒なことにかかわらないように、施設

のr・どももおとなしく従う。今、施投は、∫・どもの

問題、職員の問題、制度の問題などあまりにも多く

の問題を抱え、混迷し、先が兄えなくなっている、、

思春期の子どものケアだけではすまされないが、思

春期の子どもの問題や対応に何か収っかかりがつか

めれば、全体がもう少し楽に、ゆったりとした気分

になれると思うのだが。

3．「一歩後退」するということ

　どうしても許し難いいじめ、繰り返しの盗みに対’

し、私は暴力をふるった．コ人の尊厳や善悪を怒りで

伝えようとした、、しかし、f’どもに伝わったのは、

怒りの感情と憎しみだけであった。r］己満足であっ

た。ある時、　・人のf’どもへの暴力で頭に傷を負わ

せた。当時の同僚であった師康晴氏（現・W口浜、知

的障害者授産施設センター長）より、「学園の子ども

たちは、頭に傷の多い∫・ばかりでしょ．，どうしてだ

かわかります？みんな親にやられてきたんですよ、」

と静かに、鋭く指摘されたことがあった．．、大変な衝

撃であった。自分の勝乎な［1：．義感と思い込みで暴力

をll：　tTtl化していた私は、恥ずかしかった。

　4fド前に、中学を卒業して人寮したT君は、4月

けら調理師学校に通うようになった。2か月を過ぎ

た頃から、学校を休むようになり出し、私は、励ま

1｜t界の児竜とir±fl／

したり、叱ったりしながら、どうにか通わせようと

した。80万円もお金がかかt。ていることも話した．．

8月に退学、、しばらく、寮でブラブラしていた。ア

ルバイトをやってみるとばい、やり出したが、長く

て3週間、2「｜で辞めたものもあり、何をやっても

続かない状態であった，、2年以上こういう魚市場の

マグロような状態が続き、18歳の退所前になんとか

しなければと思い、住込就職させた．コ翌々ll、そこ

からいなくなり、職場に謝罪し、荷物を引きヒげた，、

またプラプラし、数か∫］後、再度、住込就職し、退

所となる。2か月後、荷物の引き取りの際、私は、

杜長にきつく叱られ、謝るばかりであった。丁君が

寮を出る頃、私の息．｝’・が高校1年で、学校をやめた

いと壽’い川した。どちらかといえば、消極的な了・ど

もで、親としての態度に迷った，、∫・どもも’it…そうに

していた。学校をやめ、何もしないで家にいること

を考えるとすぐに結論を出せなかった。しばらく時

間が経ち、f可．’∬もなかったかのように、息了・は、学

校に行きだした、、不登校、り1きこもりの親の気持ち

が少しだが、分かった時期であった／／施設の子ども

たちは、18歳という年齢の壁があり、「自・ンニ．」という

スローガンを掲げられ、学校や仕事を休むことは許

されず、学校をやめたいと言うと、どれだけお金が

かかっているのかと言われてしまう。私は、白分の

r・どもにそういうことは、≒わなかったのに，，わがf’

に言わないのであれば、施設の子どもにも言うべき

ではない。私は、白分の．f・どもの学校問題に突き当

たるまで、その’lfl然のことに気づかない愚か者であ

った。親のいる子ども以ヒに、ゆっくり休み、ゴロ

ゴロ、ブラブラしていても文句をli’われず、そうい

う時間が施設の．戸どもには必要なのだ，，どんなに尻

を叩いても、動けないものは動けない、、．動かそうと

すればするほど、．tt・どもはストレスを溜めていく。

T君は、ある時、母親に受けた身体的虐待のフラッ
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シュバックを起こしたe日つきが変わり、私は、恐

ろしさを感じた。私の日頃の丁君にkd’する態度や雰

囲気がもたらした結果なのであった。「f・どもへの暴

力、強制は、私自身の権力性の問題であり、「自己

都合」である。

　T君が生活していた頃は、同時に、とても大変な

rl、↑期であった。16～18歳の思春期の子どもが5、6

人も寮にいるとトラブルが続く。暴力性のかなり強

い子ども、梢神医療の子ども、知的障害の子どもた

ちの集団は、子ども同1：も職員にとっても厳しい状

況であった。私の権力性が全く通用しなくなり、辛

うじて寮が成り立っている状態であった。iE直言っ

て、早くこの子どもたちが退所してくれないかと願

ってもいた、，引きこもりのT君や被虐待の恨みを私

の寮ですべて出してくる子どもたちを前に、私は為

すすべがなかった。子ども集団の力の前に、私は、

「一・歩後退」を迫られた。不思議なものである。「一

歩後退」が状況を変えるのである。

4．子どものケアの問題は自分の問題である

　「一歩後退」によって、子どもとの関係が良くなっ

ていったことは事実である。子どもの問題は、実は、

ケアする側の問題そのものである。ケアする人が、

柔らかな対応ができれば、ゆっくりながらも、子ど

もたちの心はほぐれていくものである。しかし、「子

どもとの良好な関係」という言葉は、私のなかで、

卜分に消化できず、浅さを感じている。仕方なく

歩後退した結果、私の権力性が取れて、子どもに強

制したり、制約することが少なくなったということ

である，、了・どもにとっては、居心地の良い場にはな

る。しかし、それぞれの子どもが抱えている課題や

問題性については、その程度の関係では、何も解決

しないのである。弱く、浅い関係性では、子どもの

抱える問題性や内面に至lj達できないのである。この

16

ことについて、※藤浩氏（横浜・自、ン1援リリ体一ム、

えんどうホーム）に何度か指摘されている。遠藤氏

は、愛着関係をしっかり作ることなくして子どもの

内而の問題解決にはならないと言い切る。そして、

そういう愛着関係が持てる大人が強くその関係性を

つくれたなかで、人問としての生き方をきちっと指

し示すことができたとき「強い大人」と言うと。従

って、愛着関係の取れていない状態での“マグロ状

態”は、怠けさせているだけだと批判する。あまり

にも的を射た指摘で、言い訳できない。確かに、私

のところに来る子どもたちには、虐待休験の傷の深

さや非行の根の深さが見られ、表面的な軽い関係性

では、修復不可能なのである。親がモデルになら

ず、この先も期待できない。そこでは、岐も身近に

いる施設職員こそが子どもを後押しし、支えていく

ことになる。しかし、施設職員には、常識はずれの

伎活ルールにFどもを従わせたり、守れないr・ども

に罰を科したりするレベルの人が意外に多いtS子ど

もが小学生のうちはまだそのやり方で収まっている

が、思春期になってくると対応ができなくなり、子

どもをその施設から放り出すことになるe強い大人

とは、子どもを管理したり、体罰をする大人ではな

く、子どもの心の痛みを受けとめ、寄り添い、子ど

もに生き方を提示できる人ということになる。少な

くとも、私は、管理や体罰を止め、子どもに近づけ

るようになってきたと思う。しかし、遠藤氏の言う

本当の意味での「強い大人」には、まだ程遠いc，

　この4月から「行為障害」の丁・どもが入ってきた。

H君は、小学生で精神科入院後、施設入所、家庭引

き取りされたが、親の虐待により、再度、施設入所、

処遇困難となり他の精神科人院、退院。そして、私

の寮に人り、養護学校高等部に通学中である。施設

でも病院でもトラブル続きで、職輿・医者を困らせ

てきた。行為障害の子どもは、年齢を重ねると、し



ばしば反社会性人格障害（18歳以ヒの診断名）の大

人になるという学．者もいるようである、、以前、．∫・ど

もたちが荒れた時にいた統合．失調症（liiVIII分裂病）

の疑いのある．r・どもがひどく私を悩ませたことがあ

り、私は、自分の寮でH君をみていくことに反対’で

あった。日信もなかった、．．しかし、児竜相談所は、

行き場がないという埋山だけで、人所させた，梢神

科の医者’もr・に負えない．r一どもを、なぜ私が見るこ

とになるのか、．医者も児劇］：El・it．所も何の→tポートを

することもなく、ただ施設に人れるだけである．、H

君が来て、3か月が過ぎた。少しずつだが、H君の

ことが分かるようになってきた。人との閤係を力関

係ではかること、親や前の施設で暴力をかなり受け、

H君も暴力で表現しやすいこと、兄弟3人のうち、

「’あんただけは、好きになれない．」と母親に1［1：接言

われてしまう絶望的混乱、人へのちょっかいや嫌が

らせが多いこと、マッサージなど身体接触を求める

ことなど、行動の理解を私白身ができるようになっ

てきた、．t今までの私であったら、多分、　H君に否定

的な対応をしていたであろう。ト分な受けとめや関

係がとれているとはi．｛’えないが、強制する1・．藻を少

なくし、注意する時は柔らかいL「襲を使うようにし、

刺激を与・えないように心がけている、．／“引きこもり”

のT君や“行為障悟：”のK君のかかわりのなかに、

思春期の∫・どものケアのポイントがあると認識する

ようになった。

5．おわりに

　どの児童施設でも、この思春期のチどもの対応が

ノく変である、．だからs施設では、文句をばわず、批

判をせず、挨拶・返事のできる「よい1口づくりに

流れがちである。そういうr一どもが一一番楽で、扱い

やすいからである。どうしても、管理や罰の発想に

結びついてしまう。しかし、力での押さえが通lllし

｜1｜7界の児帝と肚性

なくなった時、施設崩壊が起きることは1swilの事実

である。また、了・どもの受けとめが大事だとわかっ

ていても、被虐待児の表出の激しさに、職員特に女

’性職員が限界になる場面もみられる。施設の現場は、

これから先、どうなっていくのであろうか，j大学や

精神科・の先生たちの提言が、この現場の状況にどれ

だけ役に立っているだろうか。施設職貝も先生も、

了・どもをダシに飯を食っているとほわれないように

しないと、，児1W相談所は忙しいと言うが、∫・どもと

の関係や動機づけが弱いままでの人所がどれだけ施

設を困らせているかをもっとわからなければならな

い。住む場所を見つけるだけなら、町の不動産屋で

すんでしまう、非行も虐待も行為「｛↑『害も引きこもり

も何でもかんでも施設に持ってきてもできる訳がな

い、，しかし、施設は、受け入れた了・どもがいる以一L、

対応しなければならなし㌔この状況のなかで、深く

傷つき、屈折し、激しい思春期の子どもと向力・い合

うll・『、それは、自分自身の問題そのものに行き着く．，

∫・どもと向かい合う基準は、「自己の都合」でなく、

自分が了・どものUl場だったら、わが．r一だったらとい

う至極簡単な点にある、、施設の問題、思春期のj「・ど

ものケアの問題は、自分の問題である，，自己点検を

し、自己都合を排斥していくだけで、問．題の前段は

解決する。私のような力hヒのない人問は、そこまで

やるのが梢・杯である。さて、肝心の後段の愛着関

係については、もっと実践を積み、勉強し、私自身

のこれからも続く自已変革の問題である．、．

参杉‘－M十Ek

Lり’ r：i尺「菱介「り1きこもるとL、うf．卜‘f！，M了S！：il秒り膓

：L／．菅原1’「男「誰がこの」二を・受け止めるのか」riL殻目

．：《1高岡　阯r人t7tla’｝：ii；」i倫の虚1象」☆ll／11｝房

　キー「．．’一ド：自己都合の排除

　　施設がなかなか子どbの本当の意味での居場所にならない

　のは．子どもの問題ではなく、そこにいる職員・大人そのも

　のの問題である。施設［よ職興の福祉の場になりがちである。

　大人が自分の権力性に気づかず、白分の都合で子どもに接し

　ている。自己を点検し、自己都合を’あぶり出し、排除してい

　くことが自己変藁につながる。そのことが、子どもとの愛着

　関係の第一歩になる。
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児童養護施設職員のかか
えるストレスの構造
一より高い専門性を実現するための職場環境の改善に向けて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はら　　だ　　かず　ゆき

　　　　　　　　　　　田綱布学園持刷柵鞘獅原田和幸

特
ケアする人々への支援

1．はじめに

　．j’・どもたちの抱える問題が複雑化し、それにかかわる

職員集団の専門性はより高いものが求められている。特

に．梢神而の発達にかかわるさまざまな問題が話題にの

ぼる頻度も増加し、その深刻さも増す・方である△支援

の困難な状況を示’戊一児童の増加に伴って求められるサー

ビスの質や爪も増しているにもかかわらず、それに対’応

した環境の整備がなされないために施設内外におけるト

ラブルが増加する、，トラブルの発小で新たに必要になっ

た対応によって通’市のサービスの｛11：や質が低ドし、さら

に新たなトラブルが発生するという悪循環が生じる。

　こうしたlffi造を改善し、発遠や自立を支援する場とし

ての機能を維持するための取り紺みはどうあるべきなの

かを検討したい。本稿では、竿i者らが東京都の民間児帝

養1；菜』き］i没　（者1～タト施a党含も・）　gue　；1　（862名、　r‘1｜ll又≡聯く87．5「％）

を対象に行った調査の結果．1などをもとにストレスの実

態や職貝の意識を報告するとともに、質の高い支援を確

保・維持するための条件について考察を行った。

2．職員の抱えるストレス

　施設職nがさらされているストレスにはさまざまなも

のがある。サービスの質への影響や、改善の方法などを

検けするにはそれらの質的な側而を明らかにしなければ

ならない。26項［1の因丁・分iri’（主因子法〕の結果5囚1’・

が得られた，，．各因．’r一への負荷（バリマックス向転後）の

高い項1・UtFの特’性を以ドに示す．，

（1）「処遇ストレス」因子

　児童に対’する適切なi；tLL；が困難な状況を反映している

「．tt・ども達に対’するより良い指導の仕方はないかと悩

む」など6項目が商い負荷を示した．．さまざまな問題を

抱える児章への対応が思うようにいかないことが悩みや

無力感などの感情として表れている，．何とか対応したい

という思いと、効果がないという現実の問で葛藤が生じ

ているtt

（2）「職員間ストレス」因子

　この因］C．［：は「考え方が違う職貝と一緒に仕’1’t’をして

いて、やりにくさを感じる」などの4項目が高い負｜il∫を

示した．，他の職1－Qとの価値観の共有が困削iだったり、モ

ラールや能力が低い職S’1への不満を抱えたりしている，

（3）「セルフエスティームの低下」因子

　この因力こ対する負荷が高かったのは自分自身に対す

るネガテ・fプな意識や感情に関する項Hである。「力h｛：不

足のために他の職員の足を引っ張っているのではないか

と気になる］などの6項1．1が高い負荷を示した。仕事に

対’するやりがい感や効力感、自信などの喪失が打己評lllli

を低ドさせてしまう。

（4）「業務負担感」因子

　業務量の多さや業務遂行の困難度を直接反映してい

る。「やらなければならない仕事のはが多くて、児童と

じっくりかかわるなど、本当にやりたいことができない

ので欲求不満がたまる」などの7項目の負荷が高かっ

た。業務遂行1二必要な時聞や身体的・梢神n勺エネ’レギー

の消費に伴う負担！盛である。業務川やそれに消費するエ

ネルギーの問題だけでなく、負担のわりにやりがい感や

収入などの見返りが少ないことや私生活への悪影響も負

担感の背景となっている。

（5）「子どもへのネガティブな感情」因子

　．∫・どもに向けられたネガティブな感情である、、「集団

生活を乱したり、白分勝手なことばかりをしている子ど

もに対して怒りを感じる」など、処遇の困難な児］’i：に対

する怒りがストレスになっている。また、子どもたちが

職貝によって態度を使い分けたり、職貝を無視したり年
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川r界の児伍と似ヤ1．

図1．各ストレスと自覚症状の関連構造

処遇ストレス

　　‡

業務負川感

　　L，馴こ

】㌧どもへの才・ガ’元．fプな1必情

セ’レ7『r．ステ．r　－一∠、〃）「lk　［・．

Il液1ミ1川ストレス

艮児が年少児に圧力をかけたりする場面にストレスを感

じるという記述もあ・jた．

　これらのストレスについて、尺度間の相W係数や1：1山

記述などをもとに連関図を作成した（図1）。図に示し

た矢印は偏相関係数などをもとにした基本的なバスであ

る，、処遇ストレスと業務興担感がストレス全体の根幹に

位置し、’」1：態の改芸仔はそれらの軽減にかかっている，，た

だし、現在の現場の状況では限界があり、両ストレスの

影響を受けて生じているセルフエスティームの低ドを阻

1ヒする取り組みなども併せてぢえねばならない、、

3、必要な条件整備

　次に、やりがいを感じられるような職場を実現するた

め、効果的かつ効率的な環境改泊・整備のあU方をさま

ざまな角度から検討した．、ストレスの分析と同様の予法

で検討’した、．t

（1）「心理的ケアの必要性」因子

　児帝：や職nが抱える臨床心理学的なllll題に対して、1μ

門的な技術・知識をもつ者の柑談・助言〔カウン七リン

グやスーバービジョンなど）を受けたいという要望であ

る」精神而の自己管理の支援は最も重要な1深題の・つで

ある．．

（2）「経営・運営姿勢の改善」因子

　経償者等に対する期待、要望、不満等を反映

している．．．1．り滑で民・汕9な運営のあり方や方

向性の明示などのリーダーシップが求められ

ている．今の時代における施r没の存在意義に

関する1派論の必要性、※務省力化や職n配概

の見直しなどについての指摘が多い。また、現

場の状況を理解できる経営者を望む声も多い。

（3）「地域資源の活用」因子

　地域住民、ボランティア、相談機関などの

地域資源の活用に関するものである，，また、活用だけの

あり方にとどまらず、積極的な問発の必要性も含まれて

いる。施設としての地域社会への参加のあり方も煎要な

課題である，t

（4）「チームケアの促進」因子

　惜報の共有や役割の分担によって、チームとしての処

遇の質の向Eを目指すというもの。職U数や‡．1’ち合わせ

に使える時川など、限られた資源を有効に活用すべきだ

としている．．．また、親1睦などを通してより良い職員関係

の形成を図り、チームとしての機能を高めることも厄幌

されている．．

（5）「処遇の専門性の向上」因子

　tpi列検詞．、研修、研究、運営方針や理念の再｝節築など

に関する因r・である。処遇困難なケースの増加に対応す

るための円教育のシステムや．i，1“1111化・．胡‘t］機関との連携

についての指摘があった。ニーズの多様化に対’応した惇

門性の確保が求められている，、

（6）「業務負担軽減」因子

　賃金、労働時間、休1暇の郁保などの基本的な労働条件

の改善、情報機器などによる，ilt「類作成等の雑務の省力

化、職貝配置λ£準の見ill〔し、サービス残業の削減、各種

休暇をとりゃすくするなど、他の業種と同様の課題であ

る．私生活と仕事の両121なども重要な問題である．．

（7）「サポートネットワークの充実」因子

　親のサポートを担う機能、サービス評価機能、情報や

知識を得るためのシステム、施設問のネットワーク、行

政との連携など、多様な機能とのネットワークの形成に

より施設の機能を活性化し、サービスの質を向．ヒさせる

取り組みである．、

　図2は、条件整備に関する事項の間の相関係数や自lll

記述などをもとに作成した連関図である。ストレスを軽

減してサービスの質を向．ヒさせるための方略として、そ

図2．条件整備に関する事項の関連構造

く
一”一

・〉
，
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れぞ’れの取り組みの間の関係性の活性化が挙げられるe

限られた資源での改革n勺な取り組みには多くの負担が伴

うが、その負担の先の見通しの有無によって組織の集中

力や持続力が大腺に翼なる。見通しを共有して計画的か

つ総合的に取り組むには、こうした図式化は有効であろ

う，一心戸li的ケアの必要性や業務負よ騨鵬減は要望の高い’lt

項であるが、・一・定の兇通しや理念的な裏づけがなけれ

ば、その場しのぎで終わってしまい、本質rl勺な問題の解

決につながりにくい、，

　限定的な問題にk・j’する緊急の対処的・短期的な改瀞

と、間題の本質にかかわる長期的な改善の両側面を整理

し、計iilii的に実施することが必要である。日先の問題の

解決だけでは改善のためのコストを有効に生かすことは

できないであろう。各施設で有する限られた資源を有効

に利川するには、ストレス構造の分析にもとつく総合

的’計画的かつ大胆な取り組みが必要である。

　高橋らの研究／：では、職場内の人問関係に不満や負担

を感じる人がスーバービジョン体制の充実の必要性を訴

える傾向について報告されている。一’般的に人閲関係の

問題は当事者間のみの問題として捉えられがちだが、根

本的な改善にはその背最にある組織的な要因の分析が欠

かせない，、

4．プロセスとしてのストレスの理解と組織的対応

（1）プロセスとしてとらえたストレスの構造

　　　一ラザラスのトランスアクショ

　　　ン・モデル

　ストレスは特定の問題とそれに対する

反応として説明されがちだが、燃え尽き

症候群などの現実のストレス関連問題は

そのような単純なモデルでは捉えきれな

い。（F・方向のモデルではストレッサー

の除去かストレスliltr性の向トといった限

定的な対’策しか導き出せない。

　ラザルスとフ’tルクマン5はシステム

倫的アプローチを用いてストレスを理解

しようとした。彼らは不適応に繋がる出

メξ事や事象からの・方的な影響だけでな

く、それで生じた反1芯のフィードバック

が事象のその後の状況を変えうることに

も目を向けた、、そうして構築されたモデ

ルをトランスアクション・モデルと1呼んでいるが、スト

レスをプロセスとして動rllJに理解するトで有効である，、

　図3はトランスアクション・モデルをもとに、先に紹

介した因」こ名等のキーワードを配置したものである．」．、．

ストレ・ソサーとなる出来’］tから生じた先行反応をもとに

ストレスとしての認矢ll的評価がなされる。出来事そのも

のに対する評価ではなくどのような反応や感情が佗じた

かがストレスとしての評flliiを左イ．1する。同じ出来‘1£でも

個々の受け止め方が異なる埋由のひとつである。

　トランスアクションのバターンのひとつには先行反応

レベルのものがある。例えば、ある出来事への先行反応

が事態を悪化させることがある。挑発Fl⑬態度にカッとな

って入所児童を叩いてしまった結果、閤係が悪化してさ

まざまなトラブルが起きやすくなるという悪循環が生じ

る◇先行反応は生理的・無意識的なものが多くコントロー

ルがむずかしいが、それを白覚してll今昧することは予防

的な対策に繋がりうるだろう、，

　先行反応に対する認知的評価は、その後の行動（後発

反応）を左右する判断のもとになる。自分の能力や存在

の否定的な評価1よ意欲の低ドなどの後発反応に繋がり、

職貝問の人間関係やチームワークへの悪影響を及ぼしや

すいr、複雑な問題に対してチームでアプローチする業務

ほど深刻な問題となる、，

　個人の認知スタイルによってこうした評仙iは大きく異

なる。例えば、楽観的か悲観的かによってストレスにな

図3．ラザラスのトランスアクションのモデル上での各改善策等の位置づけ
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るかどうかが異なり、後発反応が異なる。不適切な後発

反応によって悪循環を起こさない認知スタイルの獲得が

課題である，、

（2）効果的なストレスマネジメントと組織の構造改革

　ストレスのlli蓋減には、内容だけでなくプロセス1：の位

置や他の要素との関係などを理解したうえで、効果的な

対’処法を選択Lなければならない、，特効薬はなく、副作

川もふまえなければ依存症に陥るなど悪循環を強めてし

まいカ・ねない、、

　フォンタナ1．は環境調整法、認知的評価の変容、タイ

プA行動の調整、アイデンティティ過剰の緩和、セルフ

マネジメント（スクーリング、リラクゼーションな

ど）、薬物療法といったさまざまな手法を紹介Lてい

るt／これらを個々のストレス状況に合わせて利川できる

ようなストレス軽減プログラムを包括的に作成できる児

門性の確保が必要であろう，、伊藤．ltは児苗：養護施設にお

けるス　一．バービジョン体制の重要性をtr」ISIしているが、

そこでの役割としてそうしたプログラム作成の支援も求

められる、、

　しかしながら、こうした個入の側からの改惇策だけで

なく、紐織としての包括的な収り組みがなければ、　．定

の資源を常に確保し続けなければならない．、それは経営

側にも負担になるし、結果として利川者や職貝にも影響

が及ぶだろう、、

　マスラークとライター．「はストレス軽減のための個々

の取り紐みが実を結ぶには紐織的にストレス現象を捉え

る必要があるとし、刺．織として取り組むべき課題を紹介

している、中でもさまざまな側而において人問的な価値

を爪視するようヒ張している点がユ＝・一クである，．職場

が「人間らしく．1牛きるという佃if直を共イfする共同体と

して機能すれば報酬が金銭のみに矯小化されずにすむ。

やりがいの共有や助け合いが常態化することで個人il義

的な対立によるストレスを軽減することができる，．

　このような価値の共有を児1置福祉の職場ではどう実現

できるのか。堀之内は．h介護職のストレス対処法の柱と

して自己成長を酎見し、それに向けて①広範なニーズへ

の対応、（2：援助の方法諭、⑥自己開示、1二1］癒し0）方法の

開発という4つの課題を提示している。さまざまな困難

をかかえる児償の発達を支援する馴lll職にとってもそう

した自己成長への組織n勺な収り細．みli欠くことのできな

いものである．

ll［界の児‘lxと母w

5．まとめ一組織的な取り組みに向けて

　調脊のフリーアンサーなどを見ると、職場におけるス

トレスは組織の構造を反映したものであるという認識は

少ない。ストレス状況に対する反応が・人ひとり異なる

という理山で個人の問題とされがちだが、個人的な努力

の範囲では多くの成果を期待できない。改善にあたって

は、まずは組織的な課．題であるという認識が必要だ，従

来の施設の機能では現代の社会的なニーズに対応しきれ

ずに発生している否みに向き合い、組織の構造トの特徴

とトランスアクションのプロセスとの対応を冷静に見つ

めることで改簿のノ∫向性が見えるのでないか。それによ

り、行政などの外部へのアクションにおいても課題を明

確に示しやすくなろう。
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キーワード：セルフエスティーム

　自尊感情、健全な自尊心などとも訳され、自分が価値ある

存在であると感じていること．自分自身に対して肯定的な感

情を持つことを意味している。自分の存在、行為、努力など

に対する周囲からの肯定的なメッセージを受け取ることによ

って、自分の存在価値をありのままに受け止めようという態

度が形成されやすくなる。相手の喜びや痛みに寄り添ったり

自分のことのように考えたりするためにはまずこのセルフエ

スティームが×切であるa
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児童福祉施設における親
および処遇困難児の実態
一調査研究から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふじ　もと　かつ　ひこ
　　　　　　　　　」、SPCAN鮒剛‡鵠㌫討騒藤本勝彦

特 集
ケアする人々への支援

1．はじめに

　f’ども虐待が全国的に急増し、「虐待死」の悲惨な

ニュースがマスコミによって繰り返し報道されてい

る，ttマスコミ報道は、それ白体社会に問題を投げか

け、問題を提起しているのであるから、一・種の抑IL

効果が期待できると思われるのだが、・向に「虐待」

は減少しない、

　Fどもや養育者からの直接の虐待相談や医療機

関、保健機関、保育所、教育機関等からの通告を受

け児童相1淡所が核となって援助が始まるわけである

が、その多くは在宅での援助である．。しかし、その

うち2割ほどは子どもの心身に大きな影響を及ぼし

ている、あるいは及ぼす可能性があるとして、親．r・

を分離した形の援助を行っている．、その多くは∫’ど

もを乳児院、児恒養護施設、惰緒障害児短〕Ol治療施

1没などの児童福祉施設に措置入所させている．，

　被虐待児の入所が年々増加している児童福祉施設

は、彼らの持つ情緒面や行動！面の諸問題と養育者へ

の対応に非常に’‘111f慮し、混乱しており、虐待を受け

た了どもとその養育者への治療という新しい役割を

遂行していくために、現行制度の改IFを強く求めて

いる。

　ここでは、日本子どもの虐待防1ヒ研究会が実施し

た調査を中心に3つの調査研究の報告書から、児並

養護施設を中心とした児童福祉施設のr一どもやその

背後にある親の実態を明らかにして、施設が真に機

能し杜会に寄与していくためにどういったことが必

要なのか検討してみたい。

2．3つの調査

（1）日本子どもの虐待防止研究会（JaSPCAN）虐

　　　待に関する制度検討委員会の調査

　JaSPCAN虐待に関するiii’1］度検討委貝会は、児！W福

‡fl：法改lllの要望（1997Zρや児敢虐待防1ヒ法U）］tl　・bl3化

の動きに伴っての意見1）｝：（2000年3月）や要望、1｝二

（2000年5月）などを関係省庁等に提示するなどの

活動をそ．i：’）てきている、要望したいくつかは児竜虐

待防止法（以ド『法」という）に活かされたが、実

務的な問題についてはなお課題が積み残されたまま

であることから、付帯条件である3年間の見Ili［しの

期限である今秋までに児屯相談所と児童養護施設を

取りLげ、それぞれ調査を実施した，、2001年12月の

全国59の中央児↑財11談所を支寸象にした実態調査に引

き続き、ll乍年夏に」t’ども虐待事例の増加現象が顕著

な都市部70か所の児並養護施設をランダム抽出して

調査を実施し、『児童養護施設における親および処遇

困難児等の対応に関する実態調査』として報告良を

作成している。

　調査の日的は虐待されたj’・どもや親のための重要

な援助機関である児童養護施設の実態と法の実際に

照らし合わせて、児童養護施設に必要な制度や取り

組みを明らかにし提言することである。

　5〕施設から回答（回収≧4く72％）があり、被虐待児

の人所率は50．2％との「11答があった。ただし「虐待」

の定義を措置理山に限定せず、施設人所後に判［IJ－］し

たものも含めたため、最大では1〔〕0％が被虐待児と回

答をした施設もあった．t
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111reFの児巾とt：±fl．

　凋査は1．保護者との関係、2．処遇困難児雌につ

いて、3．法改正への要望の3点からなり、保護者

対応の実態では、保護者とのトラブル（引き取り・

時帰省・面会・通f，．；等を巡ってのトラブル）の増

加や「保護者として責任を果たさない」「執拗で節度

をわきまえない要求」「職貝への攻撃側喝」「f一ども

を連れ去る」といった保護者の態度に苦慮している

施設の姿が伺えた／特に施設が困惑しているトラブ

ルの背景の多くに保護者の梢神的な不安定さが指摘

されている、．

　法第12条の面会または通信の制限については、

50％以ヒの施設が「保護者に法i並守の意識が低い」

とか「保i護者の無認識」などを理1．11に実効性がilkいと

回答しており、何らかの手だてが必要と感じているt”

　・方、人所児童の実態については、82．4％の施設

で処迎困難や個別対応・の必要な了どもが増加してい

ると強く感じている、、その内容は「他児への暴力・

いじめ」「精神不安な言動」「パニック」［職貝への反

抗・暴力」などであり、個別対応が必要になったf・

どもが増加した背景としては、「被虐待児の増加」

「保護者の養育能力の低ド」「親j二関係から来る人間

不信」など虐待的な養育関係との囚果関係を肯定す

るII怠見が多かった．．

　施設では具体的に「施設内セラピー」や「個別対

話」「個別スキンシップ」「通院・通所治療」1．機関協

議」といった形で個別対応をしているが、　・・人のf一

どもに掛かりきらねばならないケースの増加は、本

来、集団を対象にして子ども個々の自立支援をlI的

とした児章養護施設の領域をはるかに超えた役割を

担っていることを浮き彫りにした，

　どのような時に妓も処遇および個別対応が困難か

といった設問に対．しては「他児への波及による集団

の混乱」と答えた施設が7割を超え、次いで「見え

ないところのいじめ」や「親の問．題との相乗f乍用」

「施設外での問題行動の繰り返し」「夜悶に生じるト

ラブルの対応」が多くあげられている，‘対人関係か

ら生じる攻撃性や葛藤力ご周囲を巻き込んで行動化

し、集団生活が維持できない状況がうかがえる、t

　そういった子どもや保護者への対’応で職員は心身

ともにかなり疲労しており、バーンアウトについて

の設問では「過去に生じたことがある」と回答した

施設が27．5％、「現在生じている」「複数の職貝が生

じている」と答えた施設が17．6％、「バーンアウトま

でいかないが疲弊している」と答えた施設が43．1％

にヒっており、施設職員に過重な負担状態が生じて

いることが容易に理解できる。

　処遇困難に対応するための必’茨な千だてについて

1．職貝の劇1〔j性などのレベルアップと人貝増」「職貝

問のチームワーク」「スーパーバイズ体制の確保」と

いった①職場内での体制づくり、②職員のメンタル

ヘルス、③施設の環境整備、④関係機関との協力体

制の整備などの意見があげられている。

　また、法に対する意見として、施設最低基準の改正

を強く求む意見と共に保護者に対する効果的な規制

や指導、回復の枠組みや手だてを望む声が多かった．、．

　この調査結果から近年児竜養護施設の現；IJ“が急速

保護者との聞で入所児童に問題の

生じることが多くなっているか

一
」ノ

な
沿
く
Z
7

多

虐待防止法による面会・通信の制限が

実務的に役立っているか

役に・2つ

いない
1：3．7％

あま［，）

役Ct！つL

いない
ド13．1％

に：星イヒし、イ泉護者ヌi｝「芯や

個別の児1’i’C刈’［，』で施設現

」易力肖昆舌Lし、限界に達し

ていると判断され、

　①施設内体制の抜本的

　　改海とともに

　②保護者への効果ll勺な

　　指導枠組みの確保や

　　機関連携
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　③施設規模や設備条件の改善を含めた幅広い対策

　　が必要、かつ急務である

の3点の提言を行っている。

（2）大阪府社会福祉協議会児童施設部会調査研究

　　　委員会の調査

　大阪府所管の乳児院、児童養護施設、情緒障害児

短期治療施設、知的障害児施設、児童自立支援施設

等からなる児童施設部会の調査研究委員会は2002年

3月に「児竜虐待の連鎖を絶ち、児童を健全に育成

できる社会を日指して一児童養護施設等児童福‡d：施

設の現状と課題」と題して、大阪府所管の児童養護

施設等児童福祉施設を対象に各施設が抱えている指

導困難事例を分析、研究することによって、人所し

ている子どもの権利擁護や自立支援のために今の施

設養護に何が不足し、施設は何をしなければならな

いかを明らかにするための調査を実施している。

　この瑚査では、施設から提出された多くの事例か

ら、子どもの抱える深刻なトラウマによる情緒的、

行動的な諸問題の多くは入所以前からみられるこ

と、あるいは保誰者対’応に苦慮している現実や職員

の手が足りない中、措概機関を始めとして教育機関・

医療機関等関係機関との会議や連絡に追われている

状況などから現行制度下における施設はすでに限界

に達しているとして、今後の児蛍福祉施設に早急に

求められるものとして次の5点にまとめている。

　①虐待児童の健全な自立援助のために、児童虐待

　　防［．1’r．法附則第3条の規定を速やかに履行し、児

　　改福祉施設最低基準の職員配置等、設備及び運

　　営についての水準の向．ヒ

　②子どもの安全な生活を守るために、児童福祉施設

　　最低基準第46条を児直し、夜間勤務体制を充実

　③専門職貝の配置と充実

　　・施設ソーシャルワーカーの配置

　　・施設に配置される心理職の充実と強化

　　・施設内スーパーバイザーの確保と養成

　①職員のメンタルヘルスのための環境整備
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⑥虐待児童等およびその家族への杜会的支援の構

　築と、児童養護施設等児童福祉施設の地域杜会

　との連携強化

（3）情緒障害児短期治療施設を対象とした調査

　筆者は32年勤めた児童養護施設から昨年4月に開

設した情緒障害児短期治療施設（以下「情短施設」

という）に職を移した。情短施設は心理治療および

環境療法の専門性をもっており、被虐待児やその養

育者への治療的援助がより有効に提供できる場であ

ると実感している。厚生労働省においてもその認識

から設置と整備を促進している。

　滝川一1黄（愛矢1｜教育大学一当1吐）らは2000年10月

に全情短施設を対’象に児童虐待に対するケアの実

態、有効性、問題点を調査し、今後の治療や情短施

設のあり方について研究し、その結果を「児童虐待

に対する情短施設の有効理由に関する調査研究」と

してまとめている。

　この調査によると、人所後6か月に見られる被虐

待児の状態は、「衝動性」「摘獺やパニック」といっ

た術動のコントロール、「問題行動」「ルールや約束

を守れない」「攻撃性」など反社会的行動、「独占欲」

「大人への過剰接近」など大人に対’する愛情飢餓、

「なげやりで自分に無関心」といった自己評価の低

さなどが顕著で、特に「多動傾向」「大人（職貝）や

他の子どもへの怪我を負わせる暴力．1「器物破壊」「攻

撃的な態度」「白傷行為」などの問題が報告されてい

る。この巾で人への脅えを表すような項目や「なげ

やりで自分に無関心」といった項目については情短

施設での援助で．一・定の改善がみられるが、「暴力」「器

物破壊」「対人関係の問題」などについては改善率が

低いと報告されている、その中で、そういった被虐

待児への治療を進展させる要素として、①保育士・

指導貝の細やかな関与の積み重ね、②セラピストの

多重化・柔軟化した関与・、③精神医学的サボートの

重要性、①治療の共有の4点が重要であり、治療の

進展を阻む要因としては①被虐待児ケアへの職員の



経験不足、②職員の消耗とゆとり不足、③連携や共

有の困難、④暴力や破壊の問．題、偵激しい愛情欲求

と独占欲の間題、⑥家族調．整・家族援助の困硝iさ、

⑦人所の介意や動機づけの困難をあげている、，

　そして、その対策として

（i）人的な条件整備（保育卜手旨導貝・セラピストの

　職貝配置の強化充実やソーシャルワーカーの配

　置、安定した教貝配置）

②施設の構造的な条件整備（小規模イヒ、年齢の広が

　りヘク）対応、生活空間の多様化、1二ぱ支援機能の

　強化）

③社会（地域）の中における条件整備（診療所θ）併

　設、在宅治療機能の拡充、児童家庭支援センター

　の付設強化、ソーシヤルワーカーの配置）

の必．要性を訴えている。

3．今後の施設養護

　今、社会保障審議会児並部会では、「児童虐待の

防IL等に関する．劇nl委只会」と並f了する形で「社会

的養護のあり方に関するt、liliE］委員会」が急ピッチで

作業を進めている。児敢福祉施設、EV：．親等の機能、

システムについて取り紐むべき方向として『きめ細

やかなケアと治療をtl’r能とする施設の小規模化等の

検討’』、また、職貝の資質向ヒ、資格饗件、人材確

保、メンタルヘルスの部分では「W“」的なトレーニ

ングの必要性や職員の意識向L等』がまとめられて

いるが、施設のあり方や資質・専門性の｛inc　1一に加え

て、職n数の．・層の拡充という点においては、『杜

会的養護のあり方に関する曝門委員会」でさらに検

討を深めることになっている、、

　被虐待児等処遇困難といわれる」’一どもの増加に伴

い、児童養滋施設を始め各児竜福祉菰i設は現制度の

叩で多くの課題を抱えていることは先の調査の結果

でiv］らかであり、人所する．r・どもやその背後にある

家族にとって、あるいは地域社会にとって、より望

ましい福祉体系の構築と理念だけではなく実体が伴

った制度の確立が望まれる、，例えば「施設の小規模

lll：FAdの児承．と母ヤ1．．

化』を取り．．ヒげても、理念としてはj：どものニーズ

に対応した家庭的で個別的なケアの強化のために必

要な形態としても、形だけではその理念を実現でき

ない。対’応する職員の質や1‘1：の手あてが必要なので

ある．、

　児堪養護施設や情タ豆施設で多くの虐待問題と向き

合い、その中で感じてきたことは、J：ども虐待の問

題と養護開題は連続性があり、そういった意昧では

情短施設の対象となる了・どもと児童養漫施設の対’象

となるr・どもは爪なり合っている。また、虐待を受

けたr・どもの行動化が「非行』の姿をとることが多

く、児散自立支援施設の対’象となる」「・どもとも重な

り合う、．．里．親を含めて被虐待児の受け川としてそれ

ぞれが役割を持って機能していくわけであるが、そ

れには前述の調介研究による提言のliL期実現とそれ

ぞれの施設、機関がばらばらにケアを行うのではな

く、地域の中でネットワークを形成し、共1司して支

援、協力できるシステムづくりが必要ではなかろう

か．、

aj　＃J．史献

1．肌・W妬鄭曲li2にオきける概および処迎川i：IIUZ，Fl：肥．る’雌i，d’．1刑1体r．

　」：」もの虐ぴ防1上イ叶究会　虐肪に関『．仁る制度検‘　・1改U会1．2003f卜i［れ

1：：㌔「児巾．膚待の連フ∫1を絶ち児耶．を健全にfr成できる杜会をli指し’ζ」ノ（阪lf－f

　村：会福ill協1波∫こIA三‘1↑施‘1．を部会　‘il．，4　”，d（r∬允委“会c2（K）2tT／／i　JI．1

．3．「IU　，TL．1’」待にn・］　’9．るW拉施ll※のイ11効唇［川1に側『．］1るFLI，ll斤研ラヒ」術月1．刷也

　‘．．Lt（x，L《r．1

1．「児加1匂待の防1FLt’）・に開寸る」1川‘］委ll会」轍㍑☆1．㍑案）

　’・．rt・i会的莱殴のあリノiに閤する，．tl一円るU∫さ」検u］ぷ題1案｝

キーワード：情緒障害児短期治療施設

　．聞緒障害児短期治療施設とは、憐緒に軽度の障害がある児

遼を短期に入所治療を行う児童福祉施設である。1962年（昭

和37）に3か所が開設されて以※、現在全国20か所余りで蓮

営されている。厚生労働省は20］0年までに各都道府県に1か

所設圃を目標にしている。これは虐待を受けて心的な慨をう

けた児超が増加し、治療ニーズが増加していることが背景に

あるe昭和40年代、引きこもり、不登校が多発した時代から、

ADHD、児童虐待による心的な治療と、その時代で要求さ

れるニーズは変化しつつあるが、情緒障客短期治療施設は、

医療、生活指導、心理治療、教育が一体となり、対象児璽に

総合治療を行っている。
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